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おしらせHOTコーナー　案内 
　
６
月
１
日
に
開
所
し
た
家
庭
保
育
室
の

入
所
申
し
込
み
の
受
け
付
け
を
、
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。
 

施
設
名
称
　
も
り
ま
さ
家
庭
保
育
室
（
緑

町
５
―
３０
―
１３
 
蕁
９９５
・
０
６
５
５
）
 

保
育
時
間
　
月
〜
土
曜
日
　
午
前
７
時
３０

分
〜
午
後
８
時
（
延
長
保
育
時
間
を
含
む
）
 

保
育
料
　
年
齢
お
よ
び
利
用
日
数
な
ど
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。
※
家
庭
保
育
室
は
市

の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
保
育
所
と

は
異
な
り
ま
す
の
で
、
保
育
内
容
や
保
育

料
な
ど
を
事
前
に
、
も
り
ま
さ
家
庭
保
育

室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

N
平
成
２２
年
４
月
１
日
現
在
、
生
後
６
週

間
か
ら
２
歳
未
満
の
乳
幼
児
 

入
所
基
準
　
乳
幼
児
の
保
護
者
お
よ
び
同

居
の
親
族
な
ど
が
、
日
中
に
乳
幼
児
を
保

育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。
 

必
要
書
類
　
①
入
所
申
請
書
②
勤
務
証
明

書
※
子
育
て
支
援
課
で
配
布
　
 

M
随
時
、子
育
て
支
援
課（
蕁
A
４
８
０
）へ
 

  　
屋
外
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動

器
）
が
備
え
ら
れ
て
い
な
い
場
所
で
、
ス

ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
の
行
事
を
開
催
す
る
場

合
に
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
貸
し
出
し
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

貸
出
要
件
　
市
が
主
催
、
共
催
、
後
援
ま

た
は
協
賛
す
る
行
事
で
あ
り
、
医
療
従
事

者
、
消
防
士
、
普
通
救
命
講
習
・
上
級
救

命
講
習
の
修
了
者
の
い
ず
れ
か
の
方
が
行

事
会
場
に
常
駐
す
る
こ
と
 

貸
出
台
数
　
１
台
 

貸
出
期
間
　
７
日
以
内
（
貸
出
日
を
含
む
）
 

M
貸
出
日
の
７
日
前
ま
で
に
、
所
定
の
申

請
書
に
八
潮
市
共
催
等
名
義
使
用
承
認
決

定
通
知
書
な
ど
の
写
し
お
よ
び
救
命
講
習

の
修
了
証
の
写
し
を
添
え
て
、
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
窓
口
へ
 

J
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
蕁
９９６
・
５
１
２
６
 

           　
夏
の
解
放
感
な
ど
か
ら
、
交
通
ル
ー
ル

の
無
視
が
原
因
と
な
る
事
故
が
多
く
な
り

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
、
交
通
事
故
に
あ

わ
な
い
よ
う
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
 

重
点
目
標
　
▼
児
童
・
生
徒
の
交
通
事
故

防
止
▼
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
▼
飲
酒

運
転
の
根
絶
▼
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止
 

J
交
通
防
災
課
蕁
A
３
０
８
 

  N
５
年
、
１０
年
、
１５
年
、
２０
年
、
２５
年
、

３０
年
、
３５
年
、
４０
年
無
事
故
・
無
違
反
の

交
通
安
全
協
会
会
員
の
方
 

M
８
月
６
日
ま
で
に
、
交
通
安
全
協
会
で

配
布
す
る
申
込
用
紙
に
記
入
の
う
え
運
転

免
許
証
、
交
通
安
全
協
会
会
員
証
、
無
事

故
・
無
違
反
証
明
書
を
添
え
て
、
交
通
安

全
協
会
窓
口
（
草
加
警
察
署
内
蕁
９４４
・
６

２
４
１
※
受
付
＝
祝
日
を
除
く
月
〜
金
曜

日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）
へ
 

  N
平
成
２１
年
４
月
１
日
以
降
、
交
通
遺
児

な
ど
と
な
っ
た
県
内
在
住
の
１８
歳
以
下
の

方
 

P
対
象
者
１
人
に
つ
き
１０
万
円
（
１
事
故

に
つ
き
１
回
の
み
）
 

給
付
時
期
　
１０
月
ま
た
は
平
成
２３
年
４
月
 

M
１０
月
支
給
分
は
８
月
末
日
、
平
成
２３
年

４
月
支
給
分
は
平
成
２３
年
２
月
末
日
ま
で

に
、
申
請
書
（
市
交
通
防
災
課
、
市
内
各

学
校
で
配
布
）
を
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
、

み
ず
ほ
信
託
銀
行
浦
和
支
店
へ
 

J
県
防
犯
・
交
通
安
全
課
蕁
０４８
・
８３０
・
２

９
５
８
 

  　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
８
年
ご
と
の
交
換

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と

な
る
方
に
は
、
お
知
ら
せ
を
配
布
後
、
市

の
指
定
事
業
者
が
敷
地
内
に
入
り
交
換
工

事
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
 

交
換
時
期
　
８
月
中
旬
〜
１２
月
中
旬
 

P
無
料
※
宅
地
内
の
給
水
装
置
（
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
を
含
む
）
に
破
損
な
ど
が
あ

っ
た
場
合
の
修
理
費
用
は
有
料
と
な
り
ま

す
。
 

 
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
は
、
植
木

鉢
な
ど
の
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
犬
は
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離

れ
た
と
こ
ろ
に
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

J
水
道
部
蕁
９９６
・
１
４
８
６
 

  Q
７
月
２８
日
貉
 

N
市
内
在
住
で
６５
歳
以
上
の
寝
た
き
り
状

態
に
あ
る
方
、
ま
た
は
肢
体
不
自
由
の
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２
級
を
お
持
ち
の

方
で
、
家
庭
に
お
い
て
布
団
を
干
す
こ
と

が
困
難
な
方
 

O
掛
布
団
、
敷
布
団
、
毛
布
、
か
い
ま
き

（
夜
着
）
の
「
丸
洗
い
・
殺
菌
」
。
当
日
、

委
託
業
者
が
ご
自
宅
へ
回
収
に
伺
い
、
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
後
お
届
け
し
ま
す
。
 

P
無
料
 

M
７
月
２０
日
ま
で
に
市
役
所
⑧
⑨
番
窓
口

へ
（
代
理
申
請
可
）
 

※
６
月
ま
で
に
１
年
分
申
請
さ
れ
た
方
は

今
回
申
し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

枚
数
を
変
更
す
る
場
合
は
７
月
２６
日
ま
で

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

J
長
寿
介
護
課
蕁
A

４
４
７
、
障
が
い
福

祉
課
蕁
A
４
２
８
 

  　
農
薬
を
使
用
す
る
際
に
は
、
ラ
ベ
ル
や

袋
に
表
示
さ
れ
た
使
用
方
法
や
注
意
事
項

を
良
く
守
り
、
他
の
作
物
に
飛
散
し
な
い

よ
う
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

適
正
な
保
管
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
 

　
公
共
施
設
や
住
宅
地
に
近
接
す
る
場
所

で
は
、
捕
殺
、
被
害
部
の
切
除
な
ど
を
行

い
、
な
る
べ
く
農
薬
を
使
わ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
 

J
農
政
課
蕁
A
２
９
９
 

  Q
①
７
月
１５
日
貅
　
午
後
７
時
〜
②
１９
日

豢
　
午
後
２
時
〜
 

L
①
八
潮
メ
セ
ナ
・
ア
ネ
ッ
ク
ス
多
目
的

ホ
ー
ル
Ｃ
②
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室
１
・
２
 

J
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
蕁
A
２
７
２
 

   ●
構
想
案
の
閲
覧
 

Q
７
月
１３
日
貂
〜
２７
日
貂
　
午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
５
時
１５
分
（
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
。
た
だ
し
草
加
市
は
午
後
５
時
ま
で
）
 

L
市
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
、
三
郷
市
都
市
計

画
課
、
草
加
市
住
宅
・
都
市
計
画
課
、
県

都
市
計
画
課
、
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
※

県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:// 

www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/m02/

）

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
 

O
草
加
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
▼
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
の
方

針
の
変
更
▼
区
域
区
分
の
変
更
▼
用
途
地

域
の
変
更
 

●
公
述
の
申
出
 

N
八
潮
市
・
草
加
市
・
三
郷
市
に
在
住
ま

た
は
利
害
関
係
の
あ
る
方
 

M
７
月
１３
日
か
ら
８
月
３
日
（
必
着
）
ま

で
に
、
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
県
都
市
計
画

課
お
よ
び
三
郷
市
都
市
計
画
課
へ
※
申
出

書
の
様
式
は
、
各
閲
覧
場
所
で
配
布
 

●
公
聴
会
 

Q
８
月
１０
日
貂
　
午
前
１０
時
〜
 

※
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
中
止
 

L
三
郷
市
役
所
大
会
議
室
 

J
市
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
蕁
A

２
７
２
、
県

都
市
計
画
課
蕁
０４８
・
８３０
・
５
３
３
７
、
三

郷
市
都
市
計
画
課
蕁
９３０
・
７
７
４
０
 

   Q
８
月
９
日
豺
〜
１３
日
貊
　
午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
５
時
１５
分
 

L
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー
 

O
テ
ー
マ
＝
戦
前
・
戦
中
の
学
校
 

J
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
蕁
A
８
１
１
 

  　
設
備
点
検
の
た
め
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
 

Q
７
月
３１
日
貍
　
午
後
６
時
〜
９
時
 

※
第
１
部
〜
３
部
は
平
常
ど
お
り
 

J
市
民
温
水
プ
ー
ル
蕁
９３６
・
６
８
２
４
 

   ●
面
接
相
談
（
予
約
制
）
、
電
話
相
談
 

　
療
養
・
日
常
生
活
に
お
け
る
個
別
・
具

体
的
な
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

Q
月
〜
金
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
 

L
国
立
病
院
機
構
東
埼
玉
病
院
内
（
蓮
田

市
黒
浜
４
１
４
７
）
 

相
談
専
用
電
話
　
蕁
０４８
・
７６８
・
３
３
５
１
 

M
面
接
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
電
話
で

難
病
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
蕁
０４８
・
７６８

・
１
１
６
１
A
３
３
５
）
へ
 

●
講
演
会
 

Q
７
月
２７
日
貂
　
午
後
３
時
〜
４
時
３０
分
 

L
埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
大
原
３
―
１０
―
１
）
 

N
在
宅
難
病
患
者
の
方
と
そ
の
家
族
な
ど
 

O
「
神
経
難
病
在
宅
療
養
患
者
の
治
療
と

ケ
ア
」
※
講
師
＝
荻
野
美
恵
子
さ
ん
（
北

里
大
学
東
病
院
医
師
）
 

R
約
１００
人
 

J
埼
玉
県
難
病
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
国

立
病
院
機
構
東
埼
玉
病
院
内
）
蕁
０４８
・
７６８

・
１
１
６
１
A
３
３
５
 

  　
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
賞
金
は
１

等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
３
億
円
。
こ
の
宝

く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。
 

Q
７
月
３０
日
貊
ま
で
 

抽
せ
ん
日
　
８
月
１０
日
貂
 

J
譛
埼
玉
県
市
町
村
振
興
協
会
蕁
０４８
・
８２２

・
５
０
０
４
 

  　
設
備
点
検
・
清
掃
業
務
な
ど
の
た
め
、

臨
時
休
館
と
な
り
ま
す
。
 

●
八
潮
メ
セ
ナ
 

Q
８
月
１３
日
貊
〜
１５
日
豸
 

J
八
潮
メ
セ
ナ
蕁
９９８
・
２
５
０
０
 

●
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
楽
荘
・
す
え
ひ

ろ
荘
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

Q
８
月
１２
日
貅
〜
１５
日
豸
 

J
寿
楽
荘
蕁
９９５
・
２
８
４
７
、
す
え
ひ
ろ

荘
蕁
９３６
・
９
１
８
１
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
蕁
９３６
・
０
５
０
７
 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

A
E
D
を
貸
し
出
し
ま
す
 

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
 

交
通
遺
児
等
援
護
一
時
金
 

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
発
売
 

優
良
運
転
者
表
彰
 

寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
 

市
民
温
水
プ
ー
ル
の
一
般
利
用
休
止
 

臨
時
休
館
 

農
薬
危
害
防
止
運
動〈
５
月
〜
８
月
〉 

新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
地
区
構
想
案
 

の
閲
覧
お
よ
び
公
聴
会
 

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動
 

〈
７
月
１５
日
貅
〜
２４
日
貍
〉 

難
病
患
者
の
方
の
た
め
の
 

相
談
会
・
講
演
会
 

八
潮
南
部
中
央
地
区
都
市
計
画
 

変
更
原
案
の
説
明
公
聴
会
 

家
庭
保
育
室
新
規
入
所
 

申
し
込
み
受
け
付
け
 

平
和
を
考
え
る
パ
ネ
ル
展
 

〜
平
和
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
〜
 

まんまるよやく利用者登録の更新手続きをお願いします 
　平成２２年１月２８日からまんまるよやくの利用者登録に有効期限が設定
されたことに伴い、更新手続きが必要となります。更新手続きは、初め
に登録した市町内で、主に利用している施設の窓口で行ってください。
手続きをしないカードは使用できなくなりますので、ご注意ください。 
 
N平成１６年４月１日～平成１９年１２月３１日に利用者登録した方 
※対象者には更新のお知らせはがきを郵送します。 

 
更新期間　８月１日～平成２３年３月３１日 
 
 
 
　利用者限定施設を利用する方は、更新手続きのほかに別途窓口での申
請が必要です。市内の利用者限定施設は屋外体育施設、文化スポーツセ
ンター、エイトアリーナ、八幡公民館、八條公民館、やしお生涯楽習館
です。 
J市民協働推進課蕁B３２８ 

利用者限定施設の手続きもお願いします 


